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近
世
和
泉
の
村
落
社
会
に
お
け
る
飢
僅
と
「
困
窮
人
」

ー
寛
政
1
文
化
期
の
池
上
村
を
中
心
に
|

研究論文

は
じ
め
に

近
世
後
期
、
泉
州
泉
郡
平
野
部
に
位
置
す
る
池
上
村
に
は
、

「
困
窮
」
や
「
極

窮
」
状
況
に
あ
る
人
々
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
、
そ
の
多
く
は
、
飢
僅
の
際
に
「
飢

人
」
や
「
難
渋
人
」
に
範
時
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
藩
や
村
に
よ
る
救
済
を
、
つ
け
た

人
々
で
も
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
史
料
上
「
飢
人
」

「
難
渋
人
」
あ
る
い
は
「
極

窮
之
者
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
を
「
困
窮
人
」
と
総
称
し
て
、
そ
の
存
在
形
態
と
救

済
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

地
域
社
会
に
お
け
る
飢
鐘
や
救
済
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
飢
僅
史
研
究
や
災
害

お史
け研
る究
飢に
渇ぉ
"IA It、

況で
や、

葬大
智規
快模
給か

きiL
円僅
く悼

会事
票冬
型語
系地
に域
さを
れ中
て'い
きに
た1
。飢

ま笹
た時

畿
内
の
領
主
支
配
や
「
中
間
層
」
を
め
ぐ
る
研
究
で
も
、
村
連
合
に
よ
る
地
域
運

営
の
一
環
と
し
て
貯
穀
管
理
体
制
を
取
り
上
げ
た
も
の
が
あ
が
)
。
し
か
し
、
い
ず

れ
の
研
究
に
お
い
て
も
、
救
済
が
行
わ
れ
る
地
域
内
部
の
社
会
構
造
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
十
分
に
注
意
が
払
わ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。

斉

藤

紘

子

他
方
、
社
会
構
造
と
の
関
連
を
重
視
す
る
研
究
と
し
て
、
都
市
社
会
史
に
お
け

る
貧
民
救
済
の
研
究
が
注
目
さ
れ
る
。
近
世
都
市
史
研
究
で
は
、
吉
田
伸
之
氏
や

マ
l
レ
ン
・
エ

l
ラ
ス
氏
ら
の
研
究
に
よ
り
、
身
分
社
会
に
お
け
る
貧
民
救
済
の

あ
り
方
が
具
体
的
に
解
明
さ
れ
て
き
お
。
両
氏
の
研
究
に
共
通
す
る
の
は
、
都
市

40 

社
会
の
構
造
的
把
握
を
通
じ
て
救
済
の
実
態
や
貧
民
の
社
会
関
係
を
精
級
に
捉

ぇ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
都
市
の
社
会
構
造
や
身
分
秩
序
を
実
り
出
す
と
い
う
方
法
で

あ
る
。
村
落
社
会
に
お
い
て
も
、
救
済
や
「
困
窮
人
」
を
と
り
ま
く
諸
社
会
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
な
か
で
、
村
落
秩
序
や
村
落
構
造
を
捉
え
な
お
す
こ
と
が
必
要

で
あ
ろ
い
明
。

以
上
の
点
を
課
題
と
し
て
、
本
稿
で
は
寛
政
期
以
降
の
泉
州
池
上
村
に
お
け
る

「
困
窮
人
」
の
救
済
と
社
会
関
係
を
考
察
し
た
い
。
天
明
期
の
池
上
村
に
お
け
る

飢
笹
・
救
済
と
「
困
窮
人
」
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
検
討
し
た
こ
と
が
あ
お
。
た

だ
し
、
村
内
で
の
救
済
に
関
し
て
は
、
村
方
レ
ベ
ル
で
の
助
力
(
施
行
)

の
分
析

に
と
ど
ま
り
、
村
内
に
お
け
る
個
々
の
地
主
と
「
困
窮
人
」
と
の
関
係
に
は
言
及

で
き
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
皐
魅
と
不
作
に
よ
る
寛
政

1
文
化
期
の
飢
僅
に
お



け
る
救
済
実
態
や
、
そ
の
対
象
者
で
あ
る
「
困
窮
人
」
の
変
化
に
注
目
し
、

困

窮
人
」
の
生
活
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
の
一
つ
と
し
て
、
飢
僅
期
の
小
作
に

つ
い
て
考
察
す
る
。

対
象
と
す
る
池
上
村
は
、
泉
郡
の
平
野
部
に
位
置
す
る
相
給
村
落
で
あ
る
。
池

上
村
は
上
条
郷
(
集
落
と
耕
地
)

信
太
郷
(
向
上
)
と
い

-
上
泉
郷
(
耕
地
の
み
)

う
三
つ
の
郷
域
に
位
置
し
、
郷
単
位
の
太
閤
検
地
に
よ
っ
て
、
集
落
を
含
む
上
条

郷
三
三

O
石
余
の
池
上
村
本
郷
(
大
和
小
泉
藩
領
、
以
下
「
本
郷
」
と
す
る
)
と
、
上

泉
郷
・
信
太
郷
の
土
地
三
二

O
石
余
の
「
出
作
」

相
給
の
枠
組
み
が
形
成
さ
れ
た
。

門
家
、

(
幕
領
か
ら
伯
太
藩
領
)
と
い
、
っ

一
人
世
紀
以
降
は
、

「
本
郷
」
で
は
南
甚
左
衛

「
出
作
」
で
は
「
本
郷
」
に
人
別
の
あ
る
南
角
右
衛
門
家
が
庄
屋
を
勤
め

た
。
本
稿
で
対
象
と
す
る
主
な
史
料
群
は
、

「
本
郷
」
の
庄
屋
家
に
伝
来
し
た
南

清
彦
氏
所
蔵
史
料
(
以
下
、
商
家
文
書
と
す
生
で
あ
る
。
な
お
、
近
世
後
期
の
「
出

作
」
で
は
手
余
り
地
が
増
加
し
、
南
角
右
衛
門
な
ど
「
出
作
」
の
村
役
人
数
軒
が

近世和泉の村落社会における飢僅と「困窮人J(斉藤〕

土
地
を
集
積
す
る
ほ
か
は
、
周
辺
村
か
ら
の
出
作
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
以
下

で
は
、
史
料
的
な
限
界
か
ら
「
本
郷
」
の
み
に
対
象
を
絞
る
が
、

「
出
作
」
と
の

土
地
所
持
構
成
の
違
い
に
は
注
意
を
払
っ
て
お
き
た
い
。

寛
政
1
文
化
期
の
「
困
窮
人
」
救
済

(
1
)
飢
飯
米
と
返
上
夫
食

本
節
で
は
、
天
明
・
寛
政
期
以
降
の
救
済
の
展
開
を
み
な
が
ら
、
そ
の
対
象
と

な
っ
た
「
困
窮
人
」
の
特
質
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

天
明
期
の
「
本
郷
」
で
は
、
大
規
模
な
飢
僅
状
況
に
至
る
と
、
藩
に
よ
る
救
済

と
村
方
内
部
で
の
施
行
が
併
行
し
て
行
わ
れ
た
。
藩
に
よ
る
救
済
に
は
、
①
飯
米

や
麦
代
銀
を
特
定
の
「
飢
人
」
に
下
付
す
る
飢
飯
米
と
、
②
無
利
子
で
の
返
済
を

条
件
に
飯
米
・
麦
代
銀
を
貸
し
下
げ
る
返
上
夫
食
の
二
種
類
が
あ
っ
た
。
①
に
つ

い
て
は
、
御
救
米
と
も
呼
ば
れ
、

「
飢
人
書
上
帳
」
の
提
出
に
基
づ
い
て
、

飢

人
」
個
人
に
下
付
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
申
請
の
手
続
き
で
は
、

「
飢
人
」
の
名

前
や
年
齢
、
続
柄
、
所
持
高
な
ど
を
家
単
位
に
記
し
た
「
飢
人
書
上
帳
」
を
提
出

し
、
藩
役
人
に
よ
る
宗
旨
改
帳
と
の
照
合
や
飢
人
見
分
を
経
て
夫
食
や
代
銀
が
下

付
さ
れ
た
。

一
方
、
②
の
貸
し
下
げ
は
、
対
象
が
高
所
持
者
に
限
定
さ
れ
、
個
人

で
は
な
く
家
単
位
に
行
わ
れ
る
も
の
で
、
困
窮
状
態
に
あ
る
家
か
ら
救
済
の
担
い

手
と
な
る
家
ま
で
広
く
拝
借
対
象
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
こ
う
し
た
一
村

規
模
で
の
救
済
の
み
な
ら
ず
、
老
年
・
病
気
で
「
手
稼
」
の
で
き
な
い
者
に
は
、

41 

「
永
御
救
」
の
支
給
も
行
わ
れ
て
い
た
。

天
明
飢
僅
期
の
池
上
村
周
辺
で
は
、
天
明
二
(
一
七
八
二
)
年
夏
作
の
大
凶
作
時

を
皮
切
り
に
、
翌
三
年
の
春
か
ら
七
年
夏
に
か
け
て
大
規
模
な
救
済
が
実
施
さ
れ

た
。
天
明
三
j
四
年
の
飢
飯
米
申
請
で
は
、
村
内
の
約
三
分
の
一

1
半
数
に
あ
た

る
約
三
O
軒一

O
O人
程
が
「
飢
人
書
上
帳
」
に
登
載
さ
れ
た
が
、
同
六
年
夏
作
・

翌
年
冬
作
の
不
作
で
飢
健
が
長
期
化
す
る
と
、
申
請
は
十
軒
二
五
人
に
ま
で
抑
え

ら
れ
、
代
わ
っ
て
返
上
夫
食
の
出
願
者
が
増
加
し
た
。

一
方
、
村
内
で
は
七
月
初

句
に
小
百
姓
ら
が
「
袖
乞
」
を
始
め
た
た
め
、
村
役
人
を
含
む
「
相
応
暮
し
居
申

候
分
」
の
相
談
で
、
翌
年
春
に
か
け
て
二
度
の
村
内
助
力
が
実
施
さ
れ
た
。
助
力

は
、
飢
飯
米
受
給
者
全
員
と
返
上
夫
食
拝
借
者
の
う
ち
困
窮
度
の
高
い
小
百
姓
を

対
象
と
し
て
実
施
さ
れ
、
藩
に
よ
る
救
済
を
補
完
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
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天
明
人
年
以
降
は
飢
健
状
況
も
終
息
し
、
し
ば
ら
く
は
一
村
規
模
の
救
済
も
確

認
で
き
な
い
が
、
庄
屋
の
御
用
留
に
よ
る
と
、
寛
政
一

O
(
一
七
九
人
)
年
を
除
い

き
、
同
五
年
二
月
に
は
「
当
村
方
近
年
凶
作
打
続
キ
困
窮
仕
居
候
処
、
又
々
昨
年

て
、
同
六
年
か
ら
享
和
二
(
一
八
O
二
)
年
に
は
再
び
早
魅
状
態
が
持
続
す
る
よ
う

悪
作
ニ
付
、
極
窮
弥
増
御
座
候
」
と
の
窮
状
を
訴
え
、
再
び
大
規
模
な
救
済
が
行

わ
れ
て
い
話
。
寛
政

i
文
化
期
に
お
け
る
「
飢
人
」
救
済
の
背
景
に
は
、
池
上
村

に
な
る
。
特
に
寛
政
一
一
年
秋
に
は
稲
・
綿
両
作
が
不
作
と
な
っ
た
た
め
検
見
が

周
辺
に
お
け
る
慢
性
的
な
皐
魅
・
凶
作
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
よ
う
。

実
施
さ
れ
、
綿
作
に
つ
い
て
は
検
見
後
に
も
「
御
破
免
状
頂
戴
仕
、
其
上
毛
替
等

以
下
で
は
、
ま
ず
こ
の
時
期
の
救
済
対
象
者
の
あ
り
様
を
確
認
し
た
い
。

仕
度
」
と
の
追
願
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
翌
年
の
春
に
な
り
、
天

明
飢
盤
以
来
と
な
る
大
規
模
な
救
済
が
開
始
さ
れ
る
。

一
連
の
飢
僅
は
享
和
末
年

(2)
寛
政
i
文
化
期
の
「
飢
人
」
救
済

頃
に
一
端
収
ま
っ
た
よ
う
だ
が
、
文
化
三
(
一
人
O
六
)
年
に
は
稲
作
・
綿
作
が
大

寛
政
二
一
年
春
の
救
済
で
は
、

下
げ
を
求
め
る
願
書
が
提
出
さ
れ
て「
い御
る§救
。夫

食
Lー

の
貸

不
作
と
な
り
、
年
貢
免
状
で
は
、
定
免
一
人
人
石
余
の
取
米
の
う
ち
六
六
石
が
用

捨
さ
れ
た
。
こ
の
用
捨
高
は
、
現
存
す
る
年
貢
免
状
の
な
か
で
も
天
明
二
年
の
九

七
石
に
つ
ぐ
量
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
文
化
六
年
に
か
け
て
、
再
び
皐
魁
状
況
が
続

の
下
付
と
「
返
上
夫
食
」

「
御
救
夫
食
」
と
は
、
願
書
に
付
さ

れ
た
と
思
わ
れ
る
周
年
二
月
の
「
御
救
名
前
書
帳
」
の
記
載
形
式
が
先
述
の
「
飢

「
名
前
書
帳
」
に
は
、

42 

人
書
上
帳
」
と
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
飢
飯
米
の
別
称
と
考
え
ら
れ
る
。
右
の

寛政~文化期の救済対象者(池上村本郷)

名前人
① ② ③ 寛政12 文化4 ri貴人j

寛政12寛政13 文化5 所持高 所持高 届出年次

源七 。 。。.250 0.250 
善兵衛 。。。。ι548 1.3日
理人 。×家出 仕297
弥左衛門 。。。0.2・・ 0.988 寛政10
嘉兵衛 。。 2.266 2.266 文化3.1
正林 。。 0.126 0.126 
善八 。。。1.527 1.527 
政平* 。。。0.9∞ 1.5∞ 文化5.10
惣兵衛 。。。。.988 0.172 寛政11.1
佐兵衛女 。。。1.8ω 
平兵衛脅 。。。無高 0.328 
甚助 。。。0.1・8 0.168 
勘七* 。。 。.384 0.384 
庄七 。。。。ι384 事和2.12
とわ 。。。仕174 ? 

理兵衛脅 。。。無高

源右衛門宮崎 。。。2.352 0.3ω 
庄兵衛貴 。。。1.・ω 1.299 
久左衛門安 返 。 0.206 0.205 
宇兵 衛* 返 。。7.345 7.103 
仁左衛門 返 。 。.332 享和2.6ヵ
五郎左衛門安 返 。。2.341 2.347 
九左衛門 返 。。。.993 0.993 
与兵衛 返 。。8.246 3.597 享和4.1
徳左衛門 返 。 6.645 6.645 
四郎兵衛女 返 。×家出 2.5∞ 
伊兵衛 返 。。5.3卯 1.870 享和2.1
J¥右衛門 返 。4.870 3.325 
儀兵衛 返 。3.891 3.891 
安右衛門脅 返 。1.916 2.530 
嘉七 返 。1.996 3.596 
吉兵 衛* 返 1.680 1.116 享和2.12
喜左衛門安 返 。2.013 1.443 享和4.1ヵ
与治兵衛肯 返 。3.507 3.507 
庄左衛門 返 5.010 3.740 
太兵衛 返 3.964 3.964 
与右衛門 返 5.536 4必 1
安兵衛 返 0.402 0.405 
半ヵ兵衛 返 0.1ω ? 

はる 返 0.5∞ 0.270 
とよ 。。 予 0.292 
浄栄 。 予 、
浄音 。 ? ? 

宇之松 。 ? 

喜兵衛貴 。3.486 3必6
操ヵ治 。 ? 

治郎右衛門安 。 予 1.084 
清吉 。 予 1.856 
伊右衛門父 。4.663 4.507 

表1

※表中のOは御救夫食下付、 「返」は返上夫食拝借を示す。
※名前右側の肯は、甫家の小作人を経験した家。
楽文化4年所持高は[甫・箱τ914]r御物成配、「潰人」は当該期の万覚帳や
御用留[甫・箱11.149、箱11.103、箱11.178、箱10.27]による。

一
人
軒

六
三
人
の
名
前
、
年
齢
、
続
柄
、

家
の
所
持
高
が
列
挙
さ
れ
て
お

り
(
表
1

|
①
)
、
四
月
の
「
御

救
夫
食
代
銀
割
渡
シ
帳
」
に
よ

っ
て
、
そ
の
家
々
に
対
す
る
夫

食
代
配
分
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、

御
救
夫
食
出
願
の
直
前
に
は
、

上村
夫内
食り

!? 
帳i6E

22 
出返

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
対
象
者
と



な
っ
た
家
々
を
表
1

|
①
で
確
認
す
る
と
、
前
述
の
「
御
救
名
前
書
帳
」
登
載
者

と
は
重
な
ら
な
い
。
二
つ
の
救
済
は
、
村
に
よ
る
振
り
分
け
を
前
提
と
し
て
、
異

な
る
人
々
を
対
象
に
実
施
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
救
済
が
行
わ
れ
る
中
、
裏
作
の
麦
と
菜
種
で
も
「
前
代
未
聞
大
凶

作
」
と
な
り
、
特
に
麦
作
は
「
百
年
巳
来
無
之
義
秀
候
処
、
錆
病
入
申
候
而
皆
無

同
前
」
の
作
柄
と
な
っ
問
。
そ
の
た
め
六
月
以
降
も
救
済
を
要
す
る
状
況
が
続
き
、

飯
米
の
手
当
と
し
て
二
七
人
人
分
の
「
夫
食
御
手
当
」
の
下
付
が
出
願
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
出
願
を
う
け
て
、
藩
は
泉
州
の
藩
領
七
ケ
栴
)
へ
麦
二

O
石
の
代
銀
を
無

利
子
二
年
賦
で
貸
下
げ
て
お
り
、
泉
郡
平
野
部
一
帯
で
飢
僅
と
な
っ
て
い
た
様
子

が
、
っ
か
が
え
る
。

翌
一
三
年
春
に
も
救
済
願
書
が
提
出
さ
れ
た
。
庄
屋
の
御
用
留
に
は
、
次
の
願

書
A
と
B
が
続
け
て
留
め
ら
れ
て
い
る
。
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A

乍
恐
御
願
奉
申
上
候

一
、
当
村
惣
百
姓
連
年
早
魅
打
続
キ
困
窮
仕
候
上
、
去
ル
申
年
麦
作
皆
無
同
前

凶
作
仕
候
上
、
木
綿
作
以
之
外
悪
作
ニ
付
、
度
々
御
憐
感
被
為
成
下
、
一
統
難

有
仕
合
奉
存
候
、
然
ル
処
男
女
共
農
業
候
間
々
ニ
手
稼
仕
候
毛
綿
仕
業
以
之

外
不
引
合
ニ
而
、
壱
日
ニ
壱
分
五
六
厘
ッ
、
な
ら
て
ハ
賃
銀
当
り
不
申
難
儀

仕
候
、
就
中
別
紙
帳
面
名
前
之
も
の
共
右
奉
申
上
候
通
、
米
麦
一
向
所
持
無
御

座
、
殊
更
高
直
ニ
付
旧
冬
・
迷
惑
極
窮
仕
居
候
処
、
村
方
・
助
力
漸
々
越
年

仕
候
得
共
、
最
早
当
時
畢
止
ト
行
当
り
飢
渇
ニ
も
及
候
弊
ニ
も
御
座
候
ニ
付
、

夫
食
御
願
奉
申
上
呉
候
様
私
共
ま
て
申
来
候
ニ
付
、
乍
恐
奉
願
上
候
、
御
憐

感
ヲ
以
御
見
分
被
為
成
下
候
ハ
、
広
太
之
御
慈
悲
難
有
可
奉
存
候
、
以
上

寛
政
十
三
酉
正
月
庄
屋
・
年
寄
・
百
姓
代

小
泉
御
役
所

B

乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候

一
、
別
紙
帳
面
名
前
之
も
の
共
、
極
窮
も
の
共
ニ
御
座
候
ニ
付
、
別
紙
願
書
之

通
同
様
難
渋
人
ニ
御
座
候
得
共
、
御
救
米
夫
食
余
り
多
人
数
奉
願
上
候
義
恐

多
奉
存
候
ニ
付
、
此
者
共
江
一
軒
麦
五
斗
ッ
、
返
上
夫
食
御
貸
下
ケ
被
為

成
下
候
様
乍
恐
奉
願
上
候
、
右
之
段
御
聞
届
ケ
被
為
成
下
候
ハ
、
広
太
之
御

慈
悲
難
有
奉
存
候
、
以
上

酉
ノ
正
月
廿
日

小
泉
御
役
所

庄
屋
・
年
寄

A
で
は
、
皐
魅
が
続
く
な
か
で
寛
政
一
一
一
年
裏
作
・
表
作
(
木
綿
作
)
が
凶
作
と

な
り
、
年
貢
減
免
な
ど
の
「
御
憐
感
」
の
措
置
や
、
村
方
施
行
が
行
わ
れ
た
も
の

43 

の
、
農
間
渡
世
で
あ
る
「
毛
綿
仕
業
」
で
も
採
算
が
取
れ
な
い
と
し
て
、
飢
渇
し

た
「
別
紙
帳
面
名
前
之
も
の
共
」
へ
の
「
夫
食
」
を
願
っ
て
お
り
、
御
救
夫
食
の

願
書
と
判
断
で
き
る
。
他
方
B
で
は
、
別
添
の
「
別
紙
帳
面
名
前
之
も
の
共
」
に

つ
い
て
、

A
に
あ
た
る
「
別
紙
願
書
」
と
同
様
の
「
難
渋
人
」
で
あ
り
な
が
ら
、

御
救
米
申
請
者
が
増
え
す
ぎ
で
は
恐
れ
多
い
と
の
理
由
で
、

一
軒
あ
た
り
五
斗
の

返
上
夫
食
貸
下
げ
を
申
請
し
て
い
る
。
寛
政
二
二
年
の
救
済
で
も
、

A
B
そ
れ
ぞ

れ
の
名
前
帳
に
よ
っ
て
、

「
飢
人
」
の
振
り
分
け
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
背
景

に
は
、
御
救
米
申
請
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
村
側
の
意
向
が
働
い
て
い
た
。
注
意

し
た
い
の
は
、

A
で
は
飢
渇
者
の
行
動
と
し
て
、
村
役
人
に
「
夫
食
御
願
奉
申
上

呉
候
様
」
と
訴
え
た
内
容
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

B
で
は
「
難
渋
人
」

自
身
が
返
上
夫
食
申
請
を
求
め
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
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村
内
の
「
極
窮
之
者
共
」
の
要
求
は
一
様
に
返
済
条
件
の
な
い

A
の
御
救
夫
食
下

付
で
あ
っ
た
が
、

B
の
「
難
渋
人
」
ら
に
関
し
て
は
、
藩
に
遠
慮
し
て
申
請
を
控

え
よ
う
と
す
る
村
役
人
の
意
向
に
よ
り
、
返
上
夫
食
の
拝
借
申
請
に
切
り
替
え
ら

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
の
「
極
窮
之
者
共
」
内
部
の
線
引
き
に
つ
い
て
は
、

A
の
「
別
紙
帳
面
」

(
却
)

に
相
当
す
る
飢
人
名
前
帳
「
御
救
夫
食
人
数
之
覚
」
が
現
存
す
る
。
村
役
人
か
ら

藩
役
人
宛
て
の
差
出
し
は
同
年
正
月
付
だ
が
、
表
紙
に
は
「
酉
二
月
」
と
記
さ
れ

て
お
り
、
実
際
の
下
付
は
二
月
に
行
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、

「
人
数
之
覚
」
の
登
載
者
三
四
軒
一

O
五
人
(
表
1

|
②
)
の
内
訳
で
あ
る
。
こ
の

家
々
は
、
前
年
の
御
救
米
出
願
者
全
員
に
加
え
、
返
上
夫
食
出
願
者
の
約
半
数
と

も
重
複
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
も
う
一
方
の
返
上
夫
食
拝
借
者
は
、
前
年
の
返
上

夫
食
拝
借
者
の
残
り
半
数
を
含
む
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
御
救
夫
食
で
の

出
願
者
は
前
年
よ
り
や
や
増
加
し
た
が
、

B
の
「
難
渋
人
」
の
多
く
は
、
そ
の
出

願
を
望
み
な
が
ら
も
加
わ
れ
な
か
っ
た
「
極
窮
之
者
共
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
当
該
期
の
藩
に
よ
る
救
済
は
、
天
明
期
と
同
様
に
御
救
米
下
付
と

返
上
夫
食
貸
下
げ
の
二
本
立
て
で
あ
り
、
飢
僅
時
の
村
に
と
っ
て
は
「
困
窮
人
」

の
救
済
と
し
て
と
も
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
天
明
七
年
夏
の

飢
僅
ピ

l
ク
時
に
み
ら
れ
た
、
領
主
に
対
す
る
遠
慮
か
ら
申
請
自
体
を
抑
制
す
る

論
理
は
、
寛
政
末
年
の
救
済
に
お
い
て
よ
り
鮮
明
に
顕
在
化
し
て
い
る
。
出
願
を

担
う
村
側
の
論
理
と
、
村
役
人
に
御
救
夫
食
の
申
請
を
求
め
る
飢
渇
者
と
の
聞
に

は
、
御
救
夫
食
の
対
象
と
な
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
、

「
困
窮
人
」
内
の
線
引

き
を
め
ぐ
る
せ
め
ぎ
合
い
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

(3)
天
明
i
文
化
期
に
お
け
る
「
困
窮
人
」
の
特
徴

次
に
、
飢
渇
者
と
な
っ
た
「
困
窮
人
」
の
あ
り
方
を
通
じ
て
、
当
該
期
の
村
落

構
造
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
ま
ず
確
認
し
た
い
の
は
、
こ
の
時
期
の
「
飢

人
」
の
土
地
所
持
状
況
に
つ
い
て
で
あ
る
。
南
家
文
書
に
は
、
村
の
宗
旨
人
別
帳

が
数
年
分
し
か
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
無
高
を
含
む
総
戸
数
や
各
家
の
構
成
は
正
確

に
は
把
握
で
き
な
い
。
し
か
し
、
無
高
百
姓
を
含
ん
で
申
請
さ
れ
る
御
救
夫
食
の

出
願
者
と
、
各
高
所
持
者
へ
の
年
貢
割
り
付
け
帳
簿
で
あ
る
「
御
物
成
帳
」
の
記

載
を
比
較
す
れ
ば
、

「
本
郷
」
に
関
し
て
は
、
表
2
の
よ
う
に
あ
る
程
度
の
階
層

構
成
を
復
元
で
き
る
。

こ
の
表
か
ら
分
か
る
点
と
し
て
、
第
一
に
、

「
物
成
帳
」
に
記
載
さ
れ
た
村
内

土
地
所
持
百
姓
の
軒
数
は
、
天
明
期
に
七
O
軒
存
在
す
る
が
、
天
保
期
に
は
五
四
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軒
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
し
か
し
、
救
済
関
係
の
名
前
帳
の
み
に
記
載
さ
れ
た
無

高
百
姓
の
数
を
合
算
す
る
と
、
池
上
村
の
家
数
自
体
は
、
天
明
期
か
ら
天
保
期
に

か
け
て
七
O
軒
程
度
を
推
移
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
家
数
は
ほ
ぼ
変
わ
ら
ず
、
高

所
持
者
が
減
少
し
、
無
高
が
増
加
し
た
と
い
え
よ
う
。

第
二
に
、
天
明

1
寛
政
期
の
池
上
村
「
本
郷
」
で
は
、

「
本
郷
」
と
「
出
作
」

の
庄
屋
を
最
大
地
主
と
し
て
、

一
O
石
以
上
に
そ
の
分
家
や
本
郷
の
村
役
人
な
ど

を
含
む
数
軒
が
存
在
し
、
村
内
の
半
数
強
は
五
石
以
下
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
文
化

期
以
降
、

一
j

一
O
石
の
土
地
所
持
者
数
が
減
少
し
、
全
体
と
し
て
は
ゆ
る
や
か

に
分
解
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
三
に
、
階
層
構
成
と
救
済
対
象
者
の
関
係
を
み
る
と
、
正
確
に
対
応
す
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
天
明

1
寛
政
期
の
無
高
の
軒
数
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
救
済
対
象
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御物成帳と救済関係史料からみた池上村「本郷」の家数と階層

所持高(石)
天明2物成帳 寛政12物成帳 文化4物成帳 天保5物成帳

天保11物成帳
天明3.3月救済 同2月救済 文化5.2月救済 同4月救済

35-40 1 本郷庄屋 1 本郷庄屋

30-35 1 本郷庄屋 1 本郷庄屋

25-30 2 
本郷庄屋/

I 出作庄屋 2 出作庄屋
出作庄屋

20-25 2 1 

15-20 1 3 出作庄屋 2 出作庄屋 1 

10-15 4 4 出作庄屋分家 6 曲作庄屋分家 5 
本郷庄屋分家/ 4 本郷庄屋分家/

曲作庄屋分家 出作庄屋分家

5-10 16 道場 14 8 13 12 

1-5 2泡 寺/西宮/
25 

寺/金蓮寺/
34 

寺/道場/
16 

道場/西之官
15 

庵/西之官/

村作/金蓮寺 道場/村作 金蓮寺/村作 /村作 道場/村作

。-1 19 天神田 22 天神田 17 天神 19 天神 18 天神/寺

物成帳記載
70 69 68 57 54 

軒数 A

救済内無
1 2 6 16 

「宗旨人別ニ無之」 ? 
高軒数 B 2軒含む

総数(A+B) 71 71 74 73 予

表2

※御物成帳記載車F数については、曽根村・宮村など他村百姓は除外

御物成帳典拠.天明2年[南・箱7-97J、寛政12年[南・箱9-17-10J、文化4年[甫・箱7.914J、天保5年[南・箱10-23-1J、天保11年[南・箱23-7J。
救済関係史料典拠:天明3年3月「飢人書上帳J(所持高記載あり)[南・箱10-104]、寛政12年2月「御救名前書上帳J(所持高記載あり)[南・箱9-17
-14J、文化5年2月「御救夫食人数帳J[南・箱9.12]、天保5年4月「難渋飢人御救夫食名前帳J[甫・箱2.32-13J。

者
は
一
石
未
満
の
小
百
姓
と
概
ね
一
致
す
る
。
と
こ
ろ
が
天
保
期
に
は
、
救
済
対

象
者
の
中
に
一
五
軒
程
度
の
無
高
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
救
済
を
受
け
る
「
困

窮
人
Lー

の
約
半
数
程
度
を
無
高
百
姓
が
占
め
る
ょ
っ
な
る

た
だ
し
、
寛
政
期
の
「
困
窮
人
」
ら
は
、
た
と
え
困
窮
に
陥
っ
て
も
、
そ
う
筒

単
に
無
高
に
転
落
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
表
1
に
戻
っ
て
、
居
宅
を
売
り
払
っ
て

債
務
を
返
済
す
る
「
潰
人
」
と
寛
政

1
文
化
期
の
救
済
対
象
者
の
重
な
り
に
注
目

し
よ
う
。
池
上
村
で
は
、
困
窮
の
た
め
債
務
不
履
行
に
陥
っ
た
百
姓
(
「
潰
人
」
)

が
出
る
と
、
当
人
の
五
人
組
や
組
頭
が
負
債
内
容
と
現
存
家
産
を
調
べ
上
げ
、
居

宅
・
家
財
の
売
却
に
よ
る
返
済
を
行
っ
た
。
表
ー
に
よ
る
と
、
寛
政
末
年
以
降
少

な
く
と
も
一

O
人
程
の
「
潰
人
」
が
出
て
い
る
が
、
多
く
は
文
化
期
に
も
小
規
模

な
所
持
地
を
も
っ

「
困
窮
人
」
と
し
て
確
認
で
き
る
。

F
h
u
 

A
t
 

「
潰
人
」
は
あ
く
ま
で
も

一
時
的
な
破
産
で
あ
っ
て
、
即
時
的
に
無
高
へ
退
転
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の

時
期
の
村
内
で
は
、
五
人
組
の
統
括
に
よ
る
債
務
返
済
な
ど
、
村
と
し
て
百
姓
家

の
維
持
・
再
建
を
図
ろ
う
と
す
る
仕
組
み
も
働
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
本
節
で
は
、
寛
政

1
文
化
期
に
お
け
る
救
済
の
あ
り
方
と
、
そ
の
対
象

と
な
る
「
飢
人
」

「
難
渋
人
」
の
特
質
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
当
該
期
の
飢
渇
は
、

天
明
期
の
よ
う
な
全
国
的
飢
健
と
重
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
泉
郡
平
野
部

一
帯
で
の
長
期
に
及
ぶ
皐
魅
状
況
と
、
そ
の
な
か
で
の
断
続
的
な
凶
作
の
発
生
に

よ
る
も
の
で
、
領
主
に
よ
る
臨
時
的
な
救
済
以
外
に
も
、
越
年
時
の
村
方
助
力
や

五
人
組
に
よ
る
「
家
」
の
再
建
な
ど
、

「
困
窮
人
」

へ
の
対
応
が
常
時
求
め
ら
れ

る
状
況
に
あ
っ
た
。
村
内
で
は
、
多
く
の
飢
渇
者
が
御
救
夫
食
の
申
請
を
求
め
た

が
、
藩
に
対
し
て
申
請
を
遠
慮
す
る
村
側
と
の
聞
で
、
返
上
夫
食
申
請
に
切
り
替
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え
ら
れ
る
家
々
も
存
在
し
た
。

「
潰
人
」
の
名
前
と
対
照
し
て
も
、
返
上
夫
食
申

請
者
の
中
に
は
少
な
く
な
い
「
困
窮
人
」
が
含
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し

た
「
困
窮
人
」
の
振
り
分
け
の
な
か
で
、
池
上
村
の
村
落
秩
序
に
照
応
し
た
「
飢

人
」
や
「
難
渋
人
」
の
範
曙
が
定
着
し
て
い
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

た
だ
し
、
こ
の
時
期
の
「
困
窮
人
」
の
実
態
を
み
る
と
、
御
救
夫
食
の
対
象
者

で
も
、
わ
ず
か
な
土
地
を
所
持
す
る
小
百
姓
が
大
半
で
あ
り
、
困
窮
時
に
は
一
時

的
に
「
潰
人
」
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
百
姓
と
し
て
「
家
」
を
再
建
し
よ
う
と
す

る
営
為
が
み
ら
れ
た
。

「
困
窮
人
」
の
土
地
所
持
や
債
務
内
容
を
考
慮
す
る
と
、

当
該
期
の
「
困
窮
人
」
が
村
落
社
会
の
内
部
で
ど
の
よ
う
に
し
て
生
活
を
維
持
し

て
い
た
の
か
、
そ
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
も
、
わ
ず
か
な
所
持
地
の
経
営
内
容
や
、

農
間
渡
世
で
あ
る
「
木
綿
仕
業
」
の
実
態
、
小
作
や
年
季
奉
公
の
あ
り
様
な
ど
を

通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

天
明
1
文
化
期
の
飢
僅
下
に
お
け
る
小
作

(
1
)
検
見
顧
の
提
出
と
小
作
人

本
節
で
は
、
飢
僅
下
に
お
け
る
「
困
窮
人
」
の
村
内
で
の
生
活
維
持
に
つ
い
て
、

当
該
期
の
小
作
の
あ
り
方
を
み
て
い
く
。
表
1
に
女
印
で
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の

時
期
の
「
困
窮
人
」
に
は
、

「
本
郷
」
の
庄
屋
で
あ
る
南
家
の
小
作
経
験
を
持
つ

家
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。

一
九
世
紀
の
池
上
村
に
は
、
南
家
以
外
に
も
、

出

作
」
の
庄
屋
で
あ
り
、

「
本
郷
」

「
出
作
」
両
方
に
お
い
て
多
く
の
所
持
地
を
持

つ
南
角
右
衛
門
家
な
ど
、

「
本
郷
」

「
出
作
」
の
村
役
人
を
は
じ
め
と
す
る
数
軒

の
村
方
地
主
が
存
在
し
た
。
わ
ず
か
な
所
持
地
し
か
持
た
な
い
多
く
の
「
困
窮
人
」

に
と
っ
て
、
村
内
で
の
小
作
は
生
活
を
維
持
す
る
た
め
の
重
要
な
手
段
で
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
小
作
は
、
池
上
村
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
寛
政
一
一
年
八
月
に
出
さ
れ
た
検
見
願
書
に
は
、
飢
館
下
で

の
小
作
人
の
動
き
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

乍
恐
御
願
奉
申
上
候

一
、
当
木
綿
作
之
儀
、
先
達
而
・
度
々
以
書
付
御
願
奉
申
上
候
通
、
青
虫
入
候

而
元
来
悪
作
之
処
、
永
皐
故
か
へ
水
ニ
而
ハ
行
届
不
申
、
又
々
青
虫
再
発
仕
、

皆
無
同
前
罷
成
候
ニ
付
、
当
月
七
日
御
見
分
被
為
成
下
候
様
御
願
奉
申
上
候
、

乍
併
皐
魅
ニ
付
、
御
普
請
所
数
多
御
座
候
ゆ
へ
、
御
見
分
被
為
成
下
、
難
有

仕
合
奉
存
候
、
其
節
も
御
覧
被
為
下
候
通
、
彩
敷
肥
し
手
仕
入
長
々
水
か
へ

仕
候
処
、
皆
無
同
前
之
義
、
惣
百
姓
難
義
至
極
奉
存
候
、
且
又
小
作
之
者
共
、

此
節
皆
無
同
前
、
了
簡
立
ニ
仕
呉
候
ハ
、
支
配
仕
義
、
左
も
無
御
座
候
ハ
¥

植
付
・
以
来
長
々
修
理
人
夫
・
多
分
肥
し
代
等
損
失
ニ
仕
、
地
主
江
差
戻
シ

可
申
哉
と
申
之
候
得
共
、
左
様
取
斗
候
而
も
小
作
人
一
向
相
続
出
来
申
間
敷

ト
地
主
共
も
失
途
方
迷
惑
仕
居
候
、
此
上
御
憐
感
ヲ
以
御
見
分
被
為
成
下
、

惣
百
姓
相
続
仕
候
様
、
御
慈
悲
之
ほ
と
乍
恐
奉
願
上
候

一
、
当
稲
作
之
義
、
先
達
而
数
度
御
訴
奉
申
上
候
通
、
長
々
水
か
へ
出
情
仕
候

へ
共
、
稀
成
大
皐
魁
故
か
へ
水
行
届
兼
、
余
程
損
失
仕
候
、
尤
御
定
免
年
限

中
之
義
恐
多
奉
存
候
へ
共
、
大
変
之
年
柄
故
乍
恐
御
毛
見
被
為
成
下
候
様
奉

願
上
候
、
右
両
様
と
も
御
聞
届
被
為
成
下
、
難
有
奉
存
候
、
以
上

八

月

十

八

日

庄

屋

年
寄

百
姓
代
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御
役
所

右
の
検
見
願
は
、
傍
線
部
の
よ
う
に
小
作
人
と
の
関
係
を
持
ち
だ
す
こ
と
で
「
惣



百
姓
相
続
」
を
訴
え
、
領
主
か
ら
年
貢
減
免
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
ロ
ジ
ッ
ク
で

書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
小
作
人
の
申
し
入
れ
に
み
ら
れ
る
「
了
簡
立
」

と
小
作
地
の
「
支
配
」
と
い
う
表
現
に
注
意
し
た
い
。
小
作
人
ら
は
同
年
の
小
作

米
を
「
了
簡
立
」
に
し
て
く
れ
れ
ば
小
作
を
継
続
す
る
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
植

え
付
け
以
来
の
人
夫
代
・
肥
料
代
な
ど
は
小
作
人
側
の
損
失
と
し
、
小
作
地
は
差

し
戻
す
と
地
主
に
迫
っ
て
お
り
、

「
了
簡
」
は
小
作
人
と
地
主
と
の
個
別
交
渉
に

よ
る
小
作
米
減
免
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
小
作
の
継
続
を
「
支
配
」

と
表
現
す
る
背
景
に
は
、
既
に
一
定
期
間
の
耕
作
継
続
状
況
が
あ
る
こ
と
を
想
定

で
き
る
。
以
下
で
は
こ
う
し
た
願
書
に
表
出
す
る
小
作
の
実
態
に
つ
い
て
、
有
力

地
主
の
一
人
で
あ
る
本
郷
庄
屋
南
家
の
小
作
人
を
素
材
と
し
て
み
て
い
こ
う
。

(2)
南
家
に
お
け
る
小
作
の
あ
り
方

ま
ず
地
主
南
家
の
所
持
地
と
小
作
地
の
規
模
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。

「
本
郷
」

近世和泉の村落社会における飢僅と「困窮人J(斉藤〕

に
お
け
る
天
明
1
天
保
期
の
商
家
の
所
持
地
は
、
グ
ラ
フ
に
示
し
た
よ
う
に
、
三

O
石
程
度
か
ら
四
O
石
へ
全
体
と
し
て
漸
増
傾
向
に
あ
る
。
文
化
一

O
年
の
落
ち

込
み
は
、
前
年
の
分
家
友
三
郎
家
の
創
出
に
伴
っ
て
、

一
一
石
余
を
譲
渡
し
た
た

め
で
、
そ
れ
以
後
は
再
び
土
地
集
積
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
南
家
文
書
に
は
、

表
紙
に
「
文
化
三
年
五
月
改
」
と
付
記
さ
れ
た
「
田
地
あ
て
米
帳
」
と
い
う
横
半

帳
が
あ
る
。
こ
の
帳
面
は
、
小
作
米
収
納
を
記
録
し
た
帳
簿
で
は
な
く
、
文
化
三

年
に
本
郷
・
出
作
に
所
在
す
る
南
家
の
全
て
の
所
持
地
に
つ
い
て
宛
米
高
を
改
定

(
「
改
」
)
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
帳
面
で
、
表
3
の
よ
う
に
、
自
作
地
も
含
め
た

全
所
持
地
の
面
積
・
石
高
・
宛
米
高
が
記
さ
れ
て
い
る
。
小
作
米
収
納
を
記
録
し

た
「
下
作
請
取
帳
」
と
対
照
す
る

と
、
こ
の
年
実
際
に
宛
作
さ
れ
て

い
た
の
は
所
持
地
の
半
分
以
下
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、

南
家
の
所
持
地
は
自
ら
が
庄
屋
を

勤
め
る
「
本
郷
」
に
集
中
し
、

作
」
の
所
持
地
は
字
林
・
水
軽
の

わ
ず
か
五
筆
の
み
で
、
小
作
地
も

存
在
し
な
い
と
い
う
点
に
注
意
し

て
お
き
た
い
。

次
に
、
小
作
地
の
経
営
に
つ
い

て
み
て
い
こ
う
。
南
家
に
は
実
際

の
小
作
米
収
納
を
記
録
し
た
「
歳
々

下
作
請
取
帳
」
が
七
冊
残
さ
れ
て
臣
凶

「出

45 

40 

35 

30 
(
一
八
二
人
)
年
ま
で
は

20 

お
り
、
こ
の
う
ち
安
永
七
(
一
七
七
人
)
年
か
ら
文
政
一
一

25 

ぷポポ
南甚左衛門家の所持高推移(本郷)

月

i
A
t
 

.~ 15一一本
今

毎
年
の
年
次
変
化
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
。
帳
簿
の
記
載
形
式
に
は
変
化
が
な
く
、

ま
ず
各
年
度
の
冒
頭
に
「
米
斗
覚
」
と
い
う
書
付
が
記
さ
れ
、
宛
米
の
う
ち
米
で

受
け
取
っ
た
分
に
つ
い
て
、
日
付
と
納
米
量
、
小
作
人
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

「
米
斗
」
の
日
付
は
小
作
人
に
よ
り
異
な
る
が
、
概
ね
十
月
下
旬
か
ら
十
一
月
初

宛
米
高
、
皆
済
ま
で
の
減
免
分
ゃ
、

旬
で
あ
る
。
こ
の
「
米
斗
覚
」
に
続
い
て
、
小
作
人
ご
と
に
小
作
地
の
小
字
名
、

「
米
斗
」
や
代
銀
納
な
ど
の
納
入
経
過
が
記

さ
れ
る
。
各
人
の
「
米
斗
」
の
日
付
と
量
は
、
当
然
な
が
ら
冒
頭
の
「
米
斗
覚
」
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園地あて米帳

小字
文化3.5改団地宛米帳

下作
面積 石晶 宛米晶

1 居屋敷 0210 

2 十五 0.9.15 1286 2.050 庄兵衛

3 十六 1.2.00 1.440 2.050 吉兵衛

4 九ノ坪 2.384 

①半反 0.596 1.050 
利兵衛

(一部)
②残り 1.788 3.150 

5 ニノ;坪 0.5.09 0.691 0.900 安右衛門

6 池ノ下 0.5.10 0.540 0.600 

7 ニ十五 0.6.08 0.630 1.000 

8 小学頭畠 0.9.05 0.920 1200 

9 畠辺 2.2.16 2.492 4.400 

10 道心田 0.7.15 0.988 1.750 佐兵衛

11 かうじ 1.7.02 2.340 3.300 

12 かうし本切下 1.2.00 1.440 2却 O

13 かうし丁目 0.8.09 1.069 2.350 

14 軒 1.4.00 1.680 1.800 

15 人ノ坪 2.0.10 2.448 3.900 

16 人ノ坪口 0.8.00 0.960 1.900 

17 十七 1.9.06 2.498 4.300 
清兵衛・

五郎左衛門

18 鬼回 0.2.05 0220 0.500 
清兵衛
(半分)

19 宮前下 1.020 1284 1.600 

20 宮前 1.0.05 1.394 2.000 

21 寺畠 1.2.10 1必 4 1.900 久兵衛

22 十七ニ反田ト玄 1.3.12 1.758 3.150 

23 十ノ坪 0.5.15 0.678 0.900 安右衛門

24 十ノ坪 1.3.05 1.584 2.050 

25 二ノ坪 0.420 0.564 0.850 

26 ごんぽう 1.6.15 2.004 3.000 源右衛門

27 源右衛門屋敷 0.1.00 0.100 0200 

28 吉兵衛屋敷 0.123 0.172 

小計 2.6.9.10 35.196 54250 

文化3年5月改表3
V本郷分

V出作上泉分

小字 面積 石晶 宛米晶

1 林 12.08 1.694 

内高畝滅引 0.050 

残り 1.644 2.3∞ 
2 林 0.4.24 0.546 0.8∞ 

小計 1.7.07 2.190 3.100 

れ
、
未
進
主
の
印
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
形
式
は
、
そ
の
年
の
作
付
け
作

と
記
さ
れ
て
お
り
、
宛
米
一
石
人
斗
の
う
ち
、

と
対
応
す
る
。
ま
た
最
終
的
な
代
銀
の
不
足
に
つ
い
て
は
、
未
進
証
文
が
留
め
ら

48 

-一
2

一3

れ
、
残
り
の
一
石
五
斗
を
米
で
、
弐
斗
弐
升
分
を
代
銀
で
二
一
月
一
一
一
二
日
に
皆
済

「
了
簡
」
と
し
て
人
升
が
減
免
さ

物
に
関
わ
ら
ず
基
本
的
に
共
通
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
享
和
元
(
一
八
O
二
年
に

小
字
「
十
七
」
の
綿
作
田
地
で
小
作
を
行
っ
た
五
郎
左
衛
門
の
場
合
、

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
年
の
「
木
綿
毛
見
帳
」
か
ら
木
綿
作
付
け
地
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
が
、
大
方
の
小
作
米
は
米
で
納
入
さ
れ
、
残
り
の
端
数
分
が
銀

五
郎
左
衛
門

納
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
納
め
方
は
、
他
の
木
綿
作
付
け
地
で
も
同
様
で
あ
り
、

十

七

一
、
壱
石
八
斗

内

壱
石
五
斗

八

升

了

簡

残
而
弐
斗
弐
升
此
銀
拾
四
匁
五
分
弐
り

酉
十
二
月
廿
三
日
取
す
ミ
皆
済
也

南
家
の
小
作
地
経
営
に
お
い
て
は
、
作
付
作
物
に
関
わ
ら
ず
、
基
本
的
に
米
で
の

米
斗

納
入
が
優
先
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

に
区
切
っ
て
検
討
し
よ
う
。

次
に
、
南
家
の
小
作
人
数
お
よ
び
小
作
田
地
の
推
移
に
つ
い
て
、

四
つ
の
時
期

安
永
j
天
明
期

こ
の
時
期
の
小
作
人
を
ま
と
め
た
表
4
を
み
る
と
、
南
家
の



安永・天明期の小作人

小作人 小字名 小作期間

佐兵衛 人ノ坪 安永7-
伊右衛門 九ノ;坪半・十六 安永7-天明8

九右衛門 かうし 安永7

喜兵衛 道心田・畑 安永7-9

与次兵衛 畑 安永7

仁右衛門 通し田 安永7-9

伊左衛門 通し回 安永7-91天明3-5
喜右衛門 鬼回 安永8

幸助 天明2

嘉七 十七 天明3
曽根太右衛門 天明3

曽根甚七 ひ掛ケ畑 天明4-51天明7

清兵衛 通し田・ 天明51天明8

表4

小
作
人
は
比
較
的
少
な
く
、
天
明

期
に
は
顕
著
な
減
少
傾
向
が
見
て

典拠:安永7年「歳々下作帳J(甫・箱11-109)

取
れ
る
。
ま
た
、
詳
し
く
は
後
述

す
る
が
、
当
該
期
の
小
作
人
に
は

代
銀
未
進
の
割
合
が
高
く
、
継
続

的
に
小
作
を
担
う
数
少
な
い
人
物

で
あ
る
伊
右
衛
門
は
、
毎
年
未
進

を
繰
り
返
し
て
い
る
(
後
掲
表
7
)
。

寛
政

i
文
化
ニ
年

天
明
飢
僅

が
収
束
し
た
天
明
人
j
寛
政
六
年
に
か
け
て
、
小
作
地
は
再
び
増
加
し
、
同
七
年

に
は
安
永
期
を
上
回
る
一
回
筆
で
小
作
が
行
わ
れ
て
い
る
。
帳
簿
の
記
載
上
、
年

の
区
切
り
が
不
明
瞭
な
寛
政
元

1
六
年
は
省
略
す
る
が
、
寛
政
七
年
以
降
の
変
化

は
表
5
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。
こ
の
表
か
ら
注
目
し
た
い
の
は
、
第
一
に
、
寛

近世和泉の村落社会における飢僅と「困窮人J(斉藤〕

政
1
文
化
二
年
に
は
、
同
一
の
小
作
地
で
長
期
間
耕
作
を
担
う
小
作
人
が
多
い
と

い
う
点
で
あ
る
。
小
作
人
と
小
作
地
と
の
関
係
は
、
寛
政
七
年
を
基
点
に
数
え
て

も一

O
年
以
上
に
及
ぶ
例
が
少
な
く
な
い
。
な
か
に
は
未
進
を
繰
り
返
す
小
作
人

恋
意
的
に
宛
て
替
え
を
行
っ
た
形
跡
は
な
く
、

も
存
在
す
る
が
、
団
地
の
状
態
や
小
作
米
納
入
の
実
績
に
よ
っ
て
、
地
主
南
家
が

一
度
契
約
を
結
ぶ
と
、
長
期
に
わ

た
っ
て
耕
作
を
続
け
る
場
合
が
多
い
。
商
家
の
小
作
人
だ
け
で
は
断
定
で
き
な
い

が
、
寛
政
一
一
年
八
月
の
検
見
願
書
提
出
で
は
、
こ
の
よ
う
な
地
主
|
小
作
関
係

た
と
も
想
定
で
き
よ
う
。

を
前
提
と
し
て
、
地
主
の
「
了
簡
」
を
求
め
る
小
作
米
減
免
要
求
が
出
さ
れ
て
い

ま
た
こ
の
点
は
、
各
耕
地
に
お
け
る
作
付
け
作
物
と
の
関
係
に
お
い
て
も
重
要

で
あ
る
。
拙
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
近
世
後
期
池
上
村
に
お
け
る
田
方
綿
作
・
稲

作
の
輪
作
地
は
、
地
主
の
経
営
内
裁
量
で
は
な
く
、
村
方

(
H
水
利
体
系
と
し
て
の

「
本
郷
」
)
の
管
理
下
に
あ
る
溜
池
の
謹
瓶
秩
序
と
結
び
つ
い
て
、
条
里
耕
地
の

(
担
)

「
坪
」
な
ど
を
ま
と
ま
り
と
す
る
小
字
単
位
に
隔
年
で
切
り
替
え
ら
れ
て
い
た
。

表
5
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
池
上
村
で
は
、
小
作
人
が
同
一
の
小
作

地
で
長
く
小
作
を
続
け
る
場
合
が
多
く
、
小
作
地
で
の
作
付
け
も
村
方
に
よ
る
輪

作
秩
序
の
下
に
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
地
主
で
あ
る
南
家
が
、
そ
う
し
た
共
同
体
規

制
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
年
の
作
付
け
秩
序
に
応
じ
て
所
持
地
内
の
小
作
地
と
手

作
り
地
を
入
れ
替
え
た
り
、
あ
る
い
は
宛
て
替
え
を
行
っ
た
り
し
た
形
跡
は
み
え

な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
句
。
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文
化
三

i
一
四
年

こ
の
時
期
に
は
、
多
く
の
田
地
で
小
作
人
が
交
代
し
、
新

た
な
小
作
地
も
確
認
で
き
る
。
小
作
人
の
名
前
の
変
化
は
、

「
御
救
名
前
書
帳
」

な
ど
で
小
作
人
ら
の
家
族
構
成
に
照
ら
し
て
も
、
代
替
わ
り
で
は
な
く
別
の
家
へ

の
宛
て
替
え
と
み
ら
れ
る
。
特
に
、
文
化
六
年
に
は
吉
兵
衛
の
下
作
地
を
除
く
す

べ
て
の
小
作
が
停
止
さ
れ
、
同
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
新
た
な
小
作
人
が
置
か
れ

て
い
る
。
文
化
六
年
の
減
少
に
つ
い
て
は
、
稲
作
収
穫
期
に
疫
病
が
流
行
し
た
こ

(
お
)

と
に
よ
り
小
作
米
収
納
を
断
念
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、

「
下
作
請
取
帳
」
に
納

入
途
中
の
記
録
が
な
い
点
を
考
慮
す
る
と
、
文
化
六
年
の
作
付
け
ま
で
に
差
し
戻

し
が
行
わ
れ
た
と
考
え
た
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
以
後
の
小
作
期

聞
は
一

O
年
に
満
た
な
い
場
合
が
多
く
、
文
化
初
年
ま
で
の
段
階
と
比
べ
て
不
安

定
な
状
況
が
看
取
さ
れ
る
。
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※池上村外に所在する小作地は省略した(文政2年以降、同領で隣村の豊中村の庄屋家が公銀拝借の返済滞りを抱えて逼塞する一件のなかで、豊中村耕地の一部前南家の小作地となヮた。豊中村
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文
政
期

本
稿
の
検
討
対
象
時
期
を
超
え
る
た
め
詳
細
は
措
く
と
し
て
、
文
化

期
か
ら
の
変
化
の
み
に
言
及
し
て
お
く
。
こ
の
時
期
、
小
作
地
の
規
模
は
文
化
期

に
続
い
て
ま
す
ま
す
縮
小
す
る
が
、
か
わ
っ
て
表
6
の
よ
う
に
屋
敷
小
作
(
借
屋

人
)
が
増
加
す
る
。
天
保
四
年
ま
で
に
、
村
内
の
無
高
百
姓
が
増
加
す
る
こ
と
を
想

つ
あ
る
無
高
百
姓
と
重
な
る
可
能
性
が
高
い
。

起
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
南
家
か
ら
居
屋
敷
を
借
り
受
け
る
百
姓
ら
は
、
増
え
っ

屋敷小作

借屋人
化文2 3 4 6 10 11 12 13 14 政文， 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

源右衛門 0.20 0.50 0.20 

政平 0.50 

太助・同後妻しげ 0.27 ※初年0.25

元右衛門(太助屋敷) 0.27様初2年0.50

源太郎 0.40 

新兵衛 不堕

作右衛門 0.50 

新蔵(与次兵衛屋敷) 不昭

吉右衛門 不明

源七 不明

嘉兵衛 0.31 

表6

以
上
の
変
化
を
整
理
す
る
と
、
文

数字は宛米高(単位石)。変化しない場合は省略した。なお、小作人によっては1度に2年分を納入Lた可能性もある。

化
期
半
ば
以
降
、
南
家
の
土
地
経
営

を
見
る
限
り
、
耕
地
集
積
と
は
反
比

例
す
る
よ
う
に
小
作
地
が
減
少
し
て

お
り
、
地
主
の
南
家
と
し
て
は
、
手

作
り
地
を
増
や
し
、
小
作
地
を
抑
制

(
釘
)

す
る
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(3)
減
免
を
め
ぐ
る
駆
け
引
き

以
上
の
よ
う
な
下
作
の
展
開
状
況

を
踏
ま
え
て
、
寛
政
一
一
年
の
検
見

願
書
に
み
ら
れ
る
「
了
簡
立
」
の
内

容
に
つ
い
て
、
少
し
立
ち
入
っ
て
検

討
し
て
お
き
た
い
。

南
家
の
下
作
帳
で
は
、
小
作
米
の

減
免
方
法
と
し
て
、
①
「
免
引
」
「
型

「引」

「
了
簡
」
な
ど
の
年
ご
と
に

異
な
る
減
免
率
と
、
②
「
定
免
引
」
と
記
さ
れ
る
定
率
減
免
の
二
種
類
が
併
存
し

て
現
れ
る
。
①
に
つ
い
て
は
、

「
免
引
」
は
一

1
数
斗
の
場
合
、

「
引
」
は
五
升

程
度
の
減
免
と
い
う
か
た
ち
で
「
免
引
」
と
「
引
」
を
使
い
分
け
る
時
期
も
あ
る

が
、
混
同
さ
れ
て
い
る
時
期
も
あ
り
、
厳
密
な
区
別
は
難
し
い
。
た
だ
し
、
凶
作

の
年
に
は
「
格
別
ニ
付
引
」
や
「
当
年
格
別
ニ
付
、
殊
ニ
以
此
田
地
毛
付
悪
敷
ニ

付
、
格
別
了
簡
い
た
し
遣
ス
」
な
ど
の
減
免
理
由
が
併
記
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、

い
ず
れ
も
納
入
以
前
に
そ
の
年
度
の
作
柄
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
点
で
は
一
致
し

て
い
る
。
な
お
、
寛
政
期
の
検
見
願
書
に
み
ら
れ
た
「
了
簡
」
は
、
南
家
の
下
作

請
取
帳
で
は
寛
政
期
に
「
引
」
に
代
わ
っ
て
頻
出
す
る
が
、
減
免
方
法
か
ら
み
て

「
引
」
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

一
方
、
②
の
「
定
免
引
」
は
、
小

作
証
文
の
段
階
で
定
め
ら
れ
た
定
率
減
免
で
あ
り
、
南
家
の
下
作
で
は
寛
政
七
年
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以
降
に
少
し
ず
つ
見
え
始
め
、
文
化
七
年
の
宛
替
え
以
降
、
全
下
作
地
に
お
い
て

確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
「
定
免
引
」
の
特
徴
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
引
」

ゃ
「
了
簡
」
と
比
べ
て
、
そ
の
最
大
値
以
上
に
減
免
量
を
設
定
し
て
い
る
点
で
あ

る
。
こ
の
「
定
免
引
」
で
の
小
作
契
約
の
特
徴
に
つ
い
て
、
文
化
九
年
三
月
に
作

(
お
)

成
さ
れ
た
字
道
心
田
の
小
作
証
文
に
注
目
し
た
い
。

小
作
証
文
之
事

字
陪
心
田

一
、
壱
反
宛
米
壱
石
五
斗
(
印
)

(
印
)

右
之
田
地
、
当
申
ノ
五
月
毛
付
・
五
ヶ
年
之
間
定
免
受
ニ
而
小
作
仕
候
処
、

実
正
明
白
也
、
尤
御
細
見
有
之
候
年
柄
ハ
格
別
、
其
余
之
年
柄
ハ
豊
凶
不

掛
、
前
書
受
米
之
通
り
無
遅
滞
毎
年
十
月
廿
日
切
急
度
宛
米
斗
可
申
候
、

為
後
日
小
作
証
文
何
而
如
件



文
化
九
年
申
三
月
九
日

岡
村
太
助
(
印
)

小
作
人

同
村

南
友
右
衛
門
殿

こ
の
小
作
田
地
は
、

「
下
作
請
取
帳
」
の
同
年
の
記
載
で
は
宛
米
一
石
七
斗
五

升
と
さ
れ
(
前
掲
表
5
参
照
)
、

「
定
免
引
」
と
し
て
二
斗
五
升
が
引
か
れ
て
い
る
。

一
方
、
右
の
小
作
証
文
で
は
「
定
免
引
」
分
を
引
い
た
一
石
五
斗
が
「
宛
米
」

H

「
受
米
」
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、

「
定
免
」
の
量
は
証
文
で
は
具
体
的
に
示
さ

れ
な
い
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
契
約
期
聞
は
五
年
間
と
さ
れ
、
そ
の
期
間
中
に

は
領
主
が
年
貢
の
破
免
を
認
め
、
検
見
(
「
御
細
見
」
)
を
行
う
年
を
除
い
て
、
作

柄
に
関
わ
ら
ず
、
記
載
さ
れ
た
量
の
「
宛
米
」
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
じ
文
化
九
年
三
月
に
作
成
さ
れ
た
証
文
二
通
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
契
約
内

容
は
共
通
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
小
作
で
は
「
定
免
引
」
に
よ
る
五
年
間
を
限

っ
た
契
約
証
文
が
雛
型
と
し
て
定
着
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
表
5
に
よ
る
と
、

文
化
一
四
年
頃
ま
で
の
納
入
に
は
、
領
主
|
村
聞
の
年
貢
が
破
免
と
な
っ
た
年
で

近世和泉の村落社会における飢僅と「困窮人J(斉藤〕

も

「
格
別
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
な
不
作
耕
地
を
除
い
て
、

「
定
免
引
」
分
を
厳

守
す
る
傾
向
が
見
て
取
れ
る
。
し
か
し
、
文
政
期
に
入
る
と
、
領
主
村
聞
の
年

貢
で
も
破
免
が
続
く
よ
う
に
な
り
、
下
作
地
に
お
い
て
は
「
定
免
引
」
に
加
え
、

高
率
の
「
引
」
を
認
め
る
下
作
地
が
増
え
る
よ
う
に
な
る
。

さ
ら
に
、
そ
う
し
た
特
例
減
免
は
、
小
作
証
文
で
想
定
さ
れ
た
「
御
細
見
」
の

年
以
外
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
当
該
期
の
池
上
村
本
郷
の
年
貢
免
状
に
よ

る
と
、
投
免
が
な
く
定
免
ど
お
り
の
取
箇
を
命
じ
ら
れ
た
年
は
、
文
化
九
、

(
却
)

一
O
年
の
五
年
分
で
あ
る
。
表
5
で
こ
れ
ら
の
年
の
減

一O
、

一
四
年
、
文
政
元
、
七
、

免
に
注
目
す
る
と
、
文
化
九
年
の
利
兵
衛
・
与
次
兵
衛
、
同
一
四
年
の
利
兵
衛
、

文
政
元
年
の
栄
蔵
、
同
七
年
の
南
曽
根
村
十
兵
衛
な
ど
は
、
小
作
証
文
の
契
約
と

は
異
な
り
「
定
免
引
」
に
加
え
て
「
引
」
に
よ
る
減
免
を
受
け
て
い
る
。
特
に
文

化
九
年
の
与
次
兵
衛
や
、
文
政
七
年
の
南
曽
根
村
十
兵
衛
、
同
九
年
の
岡
村
宗
右

衛
門
、
翌
年
の
太
郎
兵
衛
な
ど
の
場
合
で
は
、

「
格
別
ニ
付
引
遣
ス
」
や
「
永
皐

ニ
付
引
遣
ス
」
と
の
文
言
が
付
記
さ
れ
、
小
作
証
文
の
雛
型
と
は
姐
離
し
な
が
ら

も
、
作
柄
を
勘
案
し
た
「
引
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。

一
方
で
、
南
家
の
所
持
地
に

お
い
て
は
、
こ
の
時
期
を
通
じ
て
小
作
期
間
の
短
縮
や
小
作
地
自
体
の
縮
小
が
図

ら
れ
て
い
る
。
減
免
を
求
め
る
小
作
人
の
要
求
が
、
定
型
化
し
た
小
作
証
文
と
実

際
の
小
作
米
納
入
と
の
聞
に
ズ
レ
を
生
じ
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
る
減
免
率
の
上
昇
が
、

小
作
地
縮
小
の
一
因
と
な
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

な
お
、

「
定
免
引
」
と
「
引
」
の
併
存
に
よ
り
、
二
段
階
で
の
減
免
が
定
着
し
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た
耕
地
の
小
作
に
対
し
て
、
借
屋
人
の
納
め
る
「
屋
敷
年
貢
」
で
は
、
文
政
六
年

に
「
太
助
屋
敷
」
を
借
り
た
元
右
衛
門
の
初
年
度
分
を
例
外
と
し
て
、
基
本
的
に

「
引
」
の
記
載
が
確
認
で
き
な
い
。
借
屋
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
飢
僅
時
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
作
柄
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
の
論
理
に
よ
り
減
免
を
認
め
る
こ
と

は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
4
)
未
進
者
に
つ
い
て

最
後
に
、
こ
れ
ら
の
代
銀
を
納
め
ら
れ
な
い
場
合
、
小
作
未
進
が
ど
の
よ
う
に

処
理
さ
れ
た
の
か
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
表
7
は
、
商
家
の
「
下
作
請
取
帳
」

か
ら
、
未
進
証
文
の
内
容
と
そ
の
小
作
状
況
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
証
文
に

よ
る
と
、
返
済
時
期
は
三
月
、
五
月
、
八
月
の
三
通
り
で
、
特
に
五
月
下
旬
を
期
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表7 南甚左衛門家小作人の未進証文

年 下作人 小字 宛米 免引 米納分 銀納分銀納代銀 未進銀 期限 備 考

安永7 伊右衛門
.ノ坪半 0.900 

0.3日 1.日氾 1.1∞ 58.30 53.78 5月
十六 2.050 

安永8 伊右衛門
九ノ坪半 O.卯O

0.400 1.日lO 1.050 45.15 53.10 5月 代銀45.00+8.10
十六 2.500 

安永9 伊右衛門
十六 2.050 

0.400 1.αlO 1.550 66.65 79.65 5月 利銀込
九ノ坪 O.卯O

伊右衛門
十六 2.050 

0.450 1.3∞ 12∞ 66.∞ 66.∞ 5月
天明元 九ノ坪 O.卯O

左兵衛 (;V坪) 1.800 02∞ 1.αm O.邸氾 32却 30.∞ 5月

天明2 伊右衛門
十六 2.050 0275 

1.αlO 0.925 白.75 64.62 5月25日
九ノ坪 0.225 0.075 

伊右衛門
十六 2.050 0250 

1.αm 1.旬。 140.25 71.70 5月
天明3 九ノ坪 O.鈎O 0.050 

左兵衛 入ノ坪 1.800 0.120 1.2∞ 0.-必O 40.鈎 40.∞ 5月25日 全文抹消

天明4 伊右衛門
十六 2.050 0.3∞ 1瓜lO O.筋。

62.90 
75.17 5月25日

九坪 O.卯O 0.3∞ 12.27 

天明5 伊右衛門
十六 2.050 

02∞ 1.日lO 12印 70.∞ 70.∞ 5月
九ノ坪 O.卯O

天明6 伊右衛門
十六 2.050 0.6∞ 

1.αm 0.9∞ 77 .. 必 67.∞ 5月20日
九ノ坪 O.卯O 0.4回

天明7 伊右衛門
十六 2.050 

0.1印 1.日lO 1.3∞ 104.∞ 89.∞ 3月25日
九ノ坪 0.900 

天明8 伊右衛門
十六 2.950 02∞ 1.日lO 12切 80.∞ 1∞.∞ 5月20日 前年分未進20却を含む
九ノ坪

寛政 伊右衛門 十六 2.050 
0.170 2.αlO 0.780 44.86 40.∞ 5月

九ノ坪 0.900 

寛政2 伊右衛門
十六 2.050 

0.1∞ 1.日lO 1.350 72.卯 72.90 5月
九ノ坪 O.卯O

伊右衛門
十六 2.050 

02∞ 2.αlO 0.7印 44.75 44.∞ 5月 代銀0.751まけ」
寛政3 九ノ坪 O.卯O

左兵衛 道心田 1.750 0.3日 1.αm 0.400 24.∞ 24.∞ 3月5日
寛政7 左兵衛 道心田 1.750 0.0回 1.αlO 0.7∞ 54.60 39.∞ 5月25日
寛政8 左兵衛 (道心田) 1.750 0.050 1.αlO 0.7∞ 48.30 34.50 5月20日
寛政9 左兵衛 (道心田) 1.750 0.1∞ 1.αlO O.筋O 40.95 31.50 5月25日

寛政10
左兵衛 (道心回) 1.750 0.050 1.αlO 0.71∞ 39.20 28.∞ 5月20日
藤七 1.800 0.050 1.日lO 02回 14.∞ 14.∞ 8月

寛政11 利兵衛 2.∞o 0.525 O.日lO 0.975 飽.25 106.86 3月13日 前年分未進元利54.63を含む/請人清兵衛
寛政12 左兵衛 (道心田) 1.750 0.080 1.αm 0.670 46.鈎 35.∞ 5月 全文抹消

字和元

聾
道心田 1.750 0.050 1.αm 0.71∞ 46.20 33.∞ 5月

字 和2 道心田 1.750 0.4田 1.αm 0.3∞ 15 .. 必 15.40 5月15日 全文抹消

文化2 道心田 1.750 0.050 1.日lO 02∞ 10.30 10.∞ 5月
文化3 道心回 1.750 0250 1αm 0.5∞ 28.∞ 28.∞ 5月

文化4
庄兵衛 (十五) 2.050 時議 0瓜泊 1.0日 71却 53.40 5月 代銀53.40を岡村治郎右衛門へかし付

吉兵衛 十六 2.050 0.750 1.3∞ 88却 19ω? I ? 納方不明/皆済文百なし

文化5
久兵衛内

三反田 3.150 け器 1.日lO 0.800 55.60 55.60 5月 引請人久兵衛
源蔵
|吉兵衛 十六 2.050 0.5∞ 1.αlO O.おO 45必 45.48 5月

文化7
清育 (畠辺) 1.800 サ?器 1.αm 0.5∞ 26.75 26.75 5月

清吉 畠辺 1.800 サ?器 O.日lO 1.αlO 54.50 54.50 8月
文化8

治郎右衛門 十五 2.050 日議 1.αm 0.6日 35.42 35.42 3月28日

0.050 
利兵衛 九ノ坪 0.950 0.050 O.日lO 0.132 6.印 6.60 5月

文化9 0218 
太助 (宮前) 1.750 02印 1.5∞ 75.∞ 37.50 5月 全文抹消
治郎右衛門 十五 2.050 0.3印 1.αlO 0.71∞ 35.∞ 35.∞ 5月 全文抹消

治太郎助右衛門 十五 2.050 0.3回 1.αlO 0.71∞ 43.75 43.75 5月 全文抹消
宮前 2.400 0.400 1.αm 1瓜氾 6..50 6..50 5月 全文抹消

文化10 喜兵衛 宮前 0.850 0.0日 O.日氾 0.3∞ 18.75 18.75 3月 全文抹消
源太郎ヵ ヤシキ 0.400 0.1∞ 0.3∞ 18.75 18.75 8月 全文抹消
曽根平兵衛 九ノ坪 3.300 02∞ 2.αlO 1.1∞ ω.75 68.75 正月/5月 喜平治相談(世話人曽根伊入)

文化11 治郎右衛門
十五 2.050 0.350 1.日lO 0.950 59.38 59.38 8月 全文抹消
宮前 0.850 0.1∞ 

文化12 利兵衛 九ノ坪 0.950 0.050 O.日lO 0.400 24.鈎 24.鈎 5月
文政4 五郎左衛門 ーノ坪 1.700 O.日lO 12∞ “.∞ 66.∞'  文政6記載
文政5 五郎左衛門 ノ坪 1.700 O.日lO 12∞ 65.印 65.60 I ? 文政7記載

文政6 五郎左衛門
一ノ坪 0.800 0.1∞ 

1.395 85.44 85.44 I ? 
下畝町 1.∞o 0.305 

文政7 徳一 (十ノ坪) 2.200 0.3∞ 0.975 0.925 54.58 54.58 I ? 
十次郎 十ノ坪 2.∞o 02∞ 1瓜lO 0.3∞ 17.70 17.70 5月

aaτ F
D
 



限
と
す
る
も
の
が
目
立
ち
、
裏
作
収
穫
後
に
菜
種
や
麦
を
換
銀
し
利
息
(
す
べ
て
月

一
歩
半
)
と
と
も
に
返
済
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
稿
で
は
、
天
明
期
に
お
け
る
飢

鐙
に
つ
い
て
、
表
作
の
不
作
に
続
き
、
裏
作
で
も
麦
作
・
莱
種
作
が
不
作
に
な
る

と
、
村
内
の
穀
物
が
払
底
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
飢
僅
時
の
裏
作
不
作
は
、
村

内
に
お
け
る
米
穀
払
底
と
、
小
作
米
の
未
進
返
済
を
困
難
に
す
る
と
い
う
二
つ
の

局
面
で
、

「
困
窮
人
」
の
暮
ら
し
を
脅
か
す
事
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
少
数
で
は
あ
る
が
、
未
進
証
文
を
交
わ
さ
ず
に
返
済
す
る
小
作
人
の

事
例
も
見
ら
れ
る
。

一
例
と
し
て
利
兵
衛
家
の
未
進
返
済
方
法
を
挙
げ
よ
う
。
利

兵
衛
の
場
合
、
小
作
米
の
納
入
が
滞
る
と
、
そ
の
一
部
を
給
銀
や
日
用
銀
や
、
諸

引費
帳a用
」ー~(J)

よ過
る継
と一
、で

利相
兵殺
衛す

23 
4瞥
る見
世さ
雲れ
P る
r 。
栄南
蔵家

同の
文菅
化帳
期遍
にで
南あ
家る
の「
奉差

公
人
と
し
て
確
認
で
き
る
。
ま
た
利
兵
衛
自
身
は
、
文
化
二
年
の
商
家
の
下
女
召

し
抱
え
に
お
い
て
、
庄
七
娘
某
と
政
平
娘
し
ゅ
ん
の
口
入
と
な
り
、
枠
の
栄
蔵
も

近世和泉の村落社会における飢僅と「困窮人J(斉藤〕

文
化
二
二
年
の
庄
兵
衛
娘
き
ょ
、
と
わ
伴
重
次
郎
の
召
し
抱
え
に
お
い
て
、
口
入

と
な
っ
て
い
る
。
前
掲
表
5
に
よ
る
と
、
利
兵
衛
家
の
下
作
期
間
は
小
作
人
の
中

で
も
突
出
し
て
長
く
、
字
「
九
ノ
坪
」
に
お
い
て
、
寛
政
期
か
ら
文
政
期
初
頭
の

枠
栄
蔵
に
至
る
ま
で
、
文
化
七
年
の
宛
て
替
え
期
間
を
除
い
て
確
認
で
き
る
。
こ

う
し
た
利
兵
衛
家
が
、
奉
公
に
お
い
て
も
南
家
と
持
続
的
な
雇
用
関
係
を
有
し
た

点
は
特
筆
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
池
上
村
に
お
け
る
利
兵
衛
家
の
特
徴
に
つ
い

て
、
①
そ
の
経
営
は
小
作
以
外
の
局
面
で
も
商
家
と
の
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
つ

部
分
が
大
き
く
、
地
主
|
小
作
関
係
に
は
一
元
化
し
な
い
社
会
関
係
が
結
ぼ
れ
て

い
た
こ
と
、
②
こ
の
時
期
の
商
家
の
奉
公
人
は
、
利
兵
衛
・
庄
七
・
政
平
・
庄
兵

衛
・
と
わ
を
は
じ
め
、
い
ず
れ
も
救
済
対
象
者
と
重
な
る
「
困
窮
人
」
の
家
々
か

ら
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
③
村
内
の
下
層
百
姓
に
と
っ
て
利
兵
衛
家
は
、

困

窮
人
」
と
し
て
の
共
通
項
を
も
っ
半
面
で
、
商
家
へ
の
奉
公
斡
旋
者
(
請
人
)
で
も

あ
っ
た
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

お
わ
り
に

以
上
の
ま
と
め
と
し
て
、

「
困
窮
人
」
救
済
の
あ
り
方
と
そ
の
社
会
関
係
か
ら

み
た
近
世
後
期
池
上
村
の
村
落
構
造
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

一
つ
は
、
近
世
後
期
の
泉
州
泉
郡
平
野
部
に
お
け
る
飢
僅
と
生
産
状
況
に
つ
い

て
で
あ
る
。
池
上
村
や
大
和
小
泉
藩
領
村
々
に
お
い
て
は
、
天
明
か
ら
文
化
期
に

か
け
て
、
慢
性
的
な
皐
魅
傾
向
が
続
く
な
か
で
、
大
規
模
な
凶
作
が
発
生
し
、
飢
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僅
化
す
る
年
が
あ
り
、
特
に
木
綿
作
に
お
け
る
不
作
傾
向
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
ま

た
そ
う
し
た
中
で
の
裏
作
の
凶
作
は
、
夏
に
な
る
と
穀
物
不
足
や
小
作
米
未
進
の

滞
り
と
い
う
か
た
ち
で
、
深
刻
な
飢
渇
状
況
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
地
域
で
は
、

天
明
飢
簡
の
終
息
後
も
、
寛
政

1
文
化
期
を
通
じ
て
断
続
的
に
村
規
模
で
の
救
済

が
展
開
し
て
お
り
、
寛
政
末
か
ら
享
和
期
の
「
潰
人
」
の
続
発
ゃ
、
文
政
期
の
屋

敷
小
作
(
借
屋
人
)
と
無
高
の
増
加
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
長
期
に
わ
た
っ
て

「
困
窮
人
」
の
「
家
」
の
維
持
が
困
難
と
な
る
状
況
が
続
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
た
だ
し
、
当
該
期
の
「
飢
人
」
の
家
内
構
成
や
家
数
推
移
を
み
て
も
、
池
上

村
の
「
困
窮
人
」
や
「
潰
人
」
は
そ
れ
ほ
ど
村
外
へ
流
出
せ
ず
、
全
体
と
し
て
は

非
流
動
的
な
側
面
を
も
っ
て
い
た
。
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
一
時
的
な
「
家
出
」

の
あ
り
方
も
、
そ
う
し
た
特
質
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
非
流
動
性
の
背
後
に
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は
、
繰
り
返
し
救
済
の
対
象
と
な
り
、
小
作
人
や
奉
公
人
と
し
て
の
社
会
関
係
を

も
つ
な
か
で
、
村
落
社
会
と
の
結
び
つ
き
を
保
持
し
続
け
る
と
い
う
「
困
窮
人
」

の
生
活
状
況
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
村
落
社
会
で
の
定
着
性
を
保
持
す
る
「
困
窮
人
」
に
と
っ
て
、
様
々

な
救
済
が
村
落
秩
序
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
点
に
は
注
意
が
い
る
。

困
窮
に
陥
り
御
救
夫
食
を
求
め
る
家
々
が
増
え
る
と
、
村
役
人
は
領
主
へ
の
遠
慮

に
よ
っ
て
夫
食
出
願
を
最
小
限
に
抑
え
よ
う
と
し
、
ど
の
家
を
「
飢
人
」
と
認
め

る
か
、
ま
た
御
救
夫
食
と
返
上
夫
食
の
ど
ち
ら
で
申
請
す
る
の
か
と
い
う
選
択
を

行
っ
た
。
つ
ま
り
、
救
済
対
象
と
し
て
申
請
さ
れ
る
た
め
に
は
、

「
困
窮
人
」
が

日
常
的
に
村
落
秩
序
の
な
か
に
位
置
づ
い
て
い
る
こ
と
が
大
前
提
だ
っ
た
と
い
え

ト
で
つ
。第

二
に
、
飢
僅
下
に
お
け
る
「
困
窮
人
」
の
要
求
は
、

「
困
窮
人
」
と
村
方
と

の
間
だ
け
で
は
な
く
、
地
主
|
小
作
関
係
の
内
部
に
お
い
て
も
根
強
く
存
在
し
た
。

そ
れ
は
、
こ
の
時
期
の
地
主
|
小
作
関
係
の
あ
り
方
に
規
定
さ
れ
る
か
た
ち
で
表

出
し
て
い
た
。
寛
政
期
か
ら
文
化
期
の
池
上
村
で
は
、
未
進
を
抱
え
な
が
ら
も
、

下
作
地
と
の
関
係
を
「
支
配
」
と
表
現
す
る
よ
う
な
長
期
間
の
小
作
が
展
開
し
て

い
た
。
小
作
人
の
多
く
は
村
内
の
小
高
持
で
、
繰
り
返
し
救
済
の
対
象
と
な
り
な

が
ら
も
「
家
」
と
し
て
は
一
定
の
持
続
性
を
有
す
る
「
困
窮
人
」
で
あ
っ
た
。
寛

政
j
文
化
期
の
下
作
は
、
地
主
へ
の
従
属
を
内
包
し
つ
つ
も
、

「
困
窮
人
」
に
と

つ
て
は
不
可
欠
な
生
活
手
段
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
小
作
人
に
と
っ
て
、

飢
笹
時
の
小
作
米
減
免
は
冬
以
降
の
諸
救
済
と
共
に
重
要
で
あ
り
、
地
主
に
対
す

る
減
免
要
求
は
、

「
定
免
引
」
に
よ
る
契
約
や
、
さ
ら
な
る
「
引
」
の
併
存
状
況

を
生
み
出
し
、
結
果
と
し
て
文
政
期
の
商
家
で
は
、
土
地
は
流
入
す
る
も
の
の
、

小
作
地
自
体
を
縮
小
す
る
と
い
う
、
不
安
定
な
状
況
も
み
ら
れ
た
。

一
方
で
、
各
小
作
人
と
地
主
と
の
関
係
は
、
そ
れ
以
外
の
多
様
な
社
会
関
係
を

内
包
す
る
が
故
に
、

一
様
た
り
え
な
か
っ
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
「
困
窮
人
」

の
一
人
で
あ
る
利
兵
衛
家
は
、
小
作
人
で
あ
る
と
同
時
に
奉
公
人
で
も
あ
り
、
ま

た
南
家
に
と
っ
て
は
他
の
奉
公
人
一
般
と
は
異
な
り
、
奉
公
の
口
入
を
担
う
存
在

で
も
あ
っ
た
。
今
後
は
、
多
様
性
を
も
っ
「
困
窮
人
」
の
「
家
」
の
生
業
や
存
在

形
態
を
通
じ
て
、
近
世
後
期
の
村
落
構
造
を
成
り
立
た
せ
る
社
会
関
係
の
あ
り
方

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
史
料
的
な
条
件
か
ら
、
本
稿
で
は
南

家
の
小
作
人
の
分
析
に
終
始
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
以
上
の
考
察
は
池
上
村

に
も
あ
る
程
度
敷
街
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
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な
お
、
当
該
期
の
変
化
が
そ
の
後
の
小
作
契
約
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た

の
か
、
ま
た
南
家
が
小
作
地
を
縮
小
す
る
中
で
、
従
来
の
小
作
人
ら
が
村
に
お
い

て
ど
の
よ
う
に
生
計
を
た
て
た
の
か
、
さ
ら
に
は
、
無
高
と
な
っ
た
「
困
窮
人
」

が
ど
の
よ
う
に
生
活
を
維
持
し
た
の
か
な
ど
、
未
解
明
な
点
も
多
々
残
さ
れ
て
い

る
。
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

【註】
(
1
)

菊
池
勇
夫

『飢
僅
の
社
会
史
』

(
校
倉
書
房
、
一
九
九
四
年
)
、
同
「
近
世
の
飢

催
」
(
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
)
、
同
『
東
北
か
ら
考
え
る
近
世
史
』
清
文
堂

出
版
、
二
O
二
一
年
、
同
「
救
済
を
め
ぐ
る
公
権
力
と
地
域
社
会
」
(
『歴
史
評
論
』

七
五
人
、
二
O
二
一
一
年
)
な
ど
。

(
2
)

泉
州
を
対
象
と
す
る
研
究
で
は
、
清
水
家
領
を
対
象
と
し
た
酒
井
一
「
泉
州
清
水



近世和泉の村落社会における飢僅と「困窮人J(斉藤〕

領
に
お
け
る
社
倉
制
度
」
(
『
堺
研
究
』
四
、
一
九
六
九
年
)
や
、
山
崎
善
弘

『近

世
後
期
の
領
主
支
配
と
地
域
社
会
|
「
百
姓
成
立
」
と
中
間
層

I
』

(
清
文
堂
出
版
、

二
O
O七
年
)
が
あ
る
。

(
3
)
吉
田
伸
之

『近
世
巨
大
都
市
の
社
会
構
造
」
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
)
、

同
「
幕
末
期
、
江
戸
の
周
縁
と
民
衆
世
界
」
(
『
歴
史
評
論
』
七
五
人
、
二

O
一三

年
)
。
マ

I
レ
ン
・
ェ

I
ラ
ス
「
身
分
社
会
の
貧
民
救
済
|
天
明
飢
僅
中
の
越
前
大

野
藩
を
例
に
|
」
(
塚
田
孝
編
「
身
分
的
周
縁
の
比
較
史
』
清
文
堂
出
版
、
二

O
一

O
年
)
。

(
4
)

和
泉
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編

『和
泉
市
の
歴
史
3
池
田
谷
の
歴
史
と
開
発
」
(
一
一

O
一
一
年
)
で
は
、
天
保
飢
健
期
の
池
田
下
村
で
、
「
下
作
百
姓
」
ら
が
一
村
レ
ベ

ル
で
集
団
化
し
訴
願
に
及
ん
だ
一
件
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
「
下
作
百

姓
」
と
地
主
層
と
の
せ
め
ぎ
合
い
が
、
村
請
制
村
の
内
部
に
五
つ
の
集
落

(
H
生
活
共

同
体
)
を
含
む
近
世
池
田
下
村
の
構
造
(
町
田
哲

『近
世
和
泉
の
地
域
社
会
構
造
』

山
川
出
版
社
、
二

O
O
四
年
)
を
踏
ま
え
て
評
価
さ
れ
て
お
り
、
固
有
の
村
落
秩
序

に
内
在
し
た
飢
催
期
の
状
況
把
握
と
し
て
示
唆
的
で
あ
る
。

(
5
)

拙
稿
「
近
世
和
泉
の
村
落
社
会
に
お
け
る
「
困
窮
人
」
救
済
泉
郡
池
上
村
を
中

心
に
」
(
佐
賀
朝
・
塚
田
孝
・
入
木
滋
編
「
近
世
身
分
社
会
の
比
較
史
法
と
社

会
の
視
点
か
ら
|
』
清
文
堂
出
版
、
二

O
一
四
年
)
。

(
6
)
拙
稿
「
近
世
泉
州
泉
郡
平
野
部
に
お
け
る
水
利
と
生
産
|
池
上
村
の
綿
・
稲
輪
作

を
素
材
と
し
て
|
」
(
『
市
大
日
本
史
』

二
一
一
号
、
二

O
一
O
年
)
。

(
7
)
本
稿
で
対
象
と
す
る
寛
政

1
文
化
年
間
の
南
甚
左
衛
門
家
の
当
主
は
、
南
角
右
衛

門
家
か
ら
養
子
に
入
っ
た
友
右
衛
門
が
継
い
で
お
り
、
史
料
で
も
友
右
衛
門
と
し
て

登
場
す
る
が
、
そ
の
後
に
南
甚
左
衛
門
家
の
分
家
と
し
て
成
立
し
た
「
友
右
衛
門
家
」

と
区
別
す
る
た
め
、
南
甚
左
衛
門
家
の
本
家
筋
は
す
べ
て
「
甚
左
衛
門
」
と
表
記
す
る
。

(
8
)

「
出
作
」
の
村
方
文
書
と
し
て
南
和
夫
氏
所
蔵
史
料
が
あ
る
が
、
幕
末
l
明
治
期

の
史
料
に
限
定
さ
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
。

(
9
)
南
清
彦
氏
所
蔵
史
料
・
箱
9
回
「
万
覚
帳
(
一
一
一
番
)
」
。
以
下
、
同
家
史
料
の

番
号
は
「
南
・
箱
」
と
略
記
す
る
。

(m)
南
・
箱

m

u

l。

(
日
)
南
・
箱
日
ー
|
6
1
1
0

(
ロ
)
南
・
箱

m
l
m
m
「
七
番
御
用
留
帳
」
。

(
日
)
南
・
箱
9
回
「
万
覚
帳
」
。

(
U
)
南
・
箱
9
U
U
。

(
江
川
)
南
・
箱
9
U
M
。

(
団
)
南
・
箱
9
|げ
|
2
0

(
口
)
以
下
、
本
項
の
内
容
は
、
南
・
箱
9
|
位
「
万
覚
帳
」
の
記
録
に
よ
る
。

(
路
)
大
和
小
泉
藩
領
の
泉
州
七
ケ
村
に
は
、
泉
郡
平
野
部
に
位
置
す
る
池
上
村
・
豊
中

村
・
肥
子
村
・
黒
烏
坊
村
・
下
条
大
津
村
・
高
月
村
・
北
出
村
が
含
ま
れ
る
。

(
悶
)
御
用
留
「
万
覚
帳
」
(
南
・
箱
9
但
)
に
、
寛
政
一
一
一
年
一
一
月
に
提
出
さ
れ

た
銀
二
貫
目
の
拝
借
願
書
が
留
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
願
書
で
田
方
綿
作
へ
の

投
免
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
も
確
認
で
き
、
「
度
々
御
憐
感
」
は
こ
う
し
た
措
置
を
さ

す
と
考
え
ら
れ
る
。

(
却
)
南
・
箱

m
l
m。

(
幻
)
拙
稿
註
5
論
文
。

(
沼
)
南
・
箱
9
但
「
万
覚
帳
」
。

(
お
)
南
・
箱
日
凶
。

(
担
)
拙
稿
註
6
論
文
。

(
お
)
葉
山
禎
作
氏
は
、
幕
末
期
の
河
内
農
村
に
お
け
る
地
主
経
営
の
特
質
と
し
て
、
共

同
体
規
制
下
に
あ
る
輪
作
慣
行
下
の
地
主
|
小
作
関
係
に
つ
い
て
、
「
綿
作
団
地
」

(
綿
作
を
行
う
耕
地
群
)
の
移
動
に
伴
っ
て
地
主
が
貸
付
地
(
小
作
地
)
と
手
作
り

地
を
振
替
え
、
常
に
適
量
の
綿
作
地
を
確
保
す
る
と
い
う
土
地
経
営
の
あ
り
方
を
示

し
、
「
小
作
地
経
営
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
耕
地
条
件
に
自
己
経
営
を
適

合
さ
せ
」
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
が
(
同

『近
世
農
業
発
展
の
生
産
力
分
析
』
御
茶

の
水
書
房
、
一
九
六
九
年
)
、
一
人
世
紀
末
l
文
政
期
の
泉
州
泉
郡
池
上
村
に
お
け

る
地
主
|
小
作
関
係
で
は
そ
う
し
た
様
相
は
確
認
で
き
な
い
。
む
し
ろ
商
家
な
ど
池

上
村
の
村
内
地
主
の
場
合
は
、
拙
稿
註
6
論
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
二
年
一
サ
イ
ク

ル
の
経
営
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
測
や
仲
間
井
戸
と
い
っ
た
補
完
用
水
の
水
利
権
を

個
別
的
に
集
積
す
る
こ
と
な
ど
を
通
じ
て
、
手
作
り
地
に
お
け
る
有
利
な
生
産
条
件
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を
確
保
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
お
)
同
年
の
御
用
留
(
南
・
箱
日
間
)
に
「
去
ル
九
月
中
旬
之
頃
叶
私
井
ニ
家
内
之
者

共
下
男
・
下
女
共
類
疫
ニ
取
合
、
引
込
罷
在
、
秋
納
最
中
故
誠
ニ
塗
方
暮
、
迷
惑
仕

候
、
一
町
六
反
余
手
作
之
稲
稼
、
取
入
之
義
手
当
之
人
夫
無
之
必
至
難
渋
仕
候
」
と

の
記
録
が
み
ら
れ
る
。

(
釘
)
所
持
地
拡
大
の
一
方
で
小
作
地
比
率
が
減
少
す
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
手

作
り
地
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
地
主
側
の
積
極
的
転
換
と
み
る
か
、
小
作
人
の
差
し

戻
し
に
よ
る
地
主
側
の
消
極
的
対
応
と
捉
え
る
か
、
現
時
点
の
分
析
で
は
判
断
し
難

い
。
可
能
性
と
し
て
は
、
積
極
的
転
換
で
あ
っ
た
場
合
、
文
化
期
後
半
に
み
ら
れ
た

よ
う
な
不
安
定
な
小
作
経
営
を
や
め
、
手
作
り
地
に
切
り
替
え
る
こ
と
で
生
産
性
を

上
げ
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
手
作
り
経
営
を
担
保
す
る
家
内
労
働
力
に
お

い
て
何
ら
か
の
変
化
が
生
ず
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
消
極
的
な
対
応
と
し
て
は
、
小

作
人
に
よ
る
小
作
地
差
し
戻
し
が
頻
発
し
、
新
た
な
代
替
小
作
者
を
調
達
で
き
な
い

な
か
で
、
事
実
上
の
手
余
り
地
と
し
て
手
作
り
地
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
っ
た
と
い

う
変
化
が
想
定
で
き
る
。
手
作
り
地
増
加
の
背
景
は
、
村
落
構
造
を
考
え
る
上
で
も

重
要
で
あ
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

(
お
)
南
・
箱

mim--m。

(
m
m
)

南
・
箱
2
お
、
箱
門
川
町
、
箱
日
花
、
箱
目
白
、
箱
日
初
、
箱
u

m

却。

(
初
)
南
・
箱
5

即
(
文
化
二
年
)
、
箱
5

m

(
文
化
九
年
)
、
箱
5

日

2

(文

化
二
二
年
)
。
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